
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 

入院時の紙おむつ代 
助成事業のご案内 
入院中の高齢者の方に対し、紙おむつに要した費用の一部を助成することにより、 

費用負担を軽減し福祉の向上を図ることを目的としています。 

入院時に支払った 

紙おむつの費用が助成 されます！ 
（１ヵ月：上限 5,000 円） 



 

 

 

① 区民税が非課税であることがわかるもの 
（令和６年度の「介護保険料納入（決定）通知書」または「区民税（非）課税証明書」） 

② 入院期間がわかるもの 
              （病院発行の領収書等） 

③ おむつ代がわかるもの 
              （領収書・レシート） 

④ 振込口座（おむつ使用の本人口座）がわかるもの 
（通帳等）  

 ⑤ おむつ使用者の本人確認ができるもの 
              （健康保険証・免許証等） 

【 ご注意 】 

 ・令和５年度以前と、申請に必要な書類が変更となっていますのでご確認ください。 

 ・申請期限は入院した月から 1 年以内です。（1 年を過ぎた分は助成の対象となりません。） 

 ・当年度の「介護保険料納入（決定）通知書」※1 は、７月中旬以降自宅に郵送されます。必要

書類が揃ってから申請をお願いします。 

  ※1 は再発行できないため、紛失等の場合は区民税（非）課税証明書を取得してください。   

 ・ご不明な点は申請前にお問合せください。 

次の①～③すべてにあてはまる方 
 

① 65 歳以上の品川区民の方 
 
② 区民税非課税の方 

 
③ 30 日以上継続して入院している方 （介護保険適用病床を除く） 

対象となる方 

※他の制度や法律により同等の給付を受けられる場合は対象外となります。 

次の①～⑤のすべての書類を用意し、 

品川区社会福祉協議会窓口へお越しいただき申請してください。 

申請窓口・お問合せ 

品川区社会福祉協議会 

庶務係 
住所：品川区大井 1-14-1大井 1丁目共同ビル2階 

電話：03-5718-7171 

申請方法 


